
〜令和７年４月１日より施行された「改正貨物自動車運送事業法」について
内容や今後の対応等について理解を深めていただくことを目的に、説明会を開催します〜

日 時 2025年6月1７日(火)

１３時30分～15時30分

参加方法 ▷現地参加（上記開催場所にて）

▷WEB視聴(北海道トラック協会YouTube

チャンネルにて配信）

≪１部≫ 改正貨物自動車運送事業法の施行について（約５０分）

講師▷ 北海道運輸局 自動車交通部 貨物課 ご担当者 様

～質疑応答（約１５分）～

≪２部≫書面化アプリケーション（仮称）について（約２０分）

講師▷ （公社）全日本トラック協会 ご担当者 様

～質疑応答（約１５分）～

▼申込フォームURL▼
https://x.gd/TDTlg

北海道トラック総合研修センター
４階大会議室

開催場所

現地参加１５０名まで
※WEB参加を選択した場合は

後日資料とURLをメールにてお知らせします

定 員

内 容

申込方法

QRコードからも
お申込いただけます

「改正貨物自動車運送事業法」の
施行に関する説明会

主催／お問い合わせ先

(公社)北海道トラック協会
TEL▶011-511-9784

共催

(一社)札幌地区トラック協会

参加費
無料

https://x.gd/TDTlg

